
計画の骨子とアンケートの課題

だ
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く
暮
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る
ま
ち
を
つ
く
る

 障がい者福祉に関する
情報提供の充実

 総合相談支援体制の確立
 権利擁護に関する支援

１情報提供と相談支援
の充実

一人ひとり
に応じた生
活支援のし
くみをつく
る

Ⅰ

生涯を通じ
て社会参加
できる共生
のしくみを
つくる

Ⅱ

だれもが心地
よく安心して
暮らせるまち
をつくる

Ⅲ

現行計画

の骨子

 福祉ｻｰﾋﾞｽ等の充実
 家族介護者等への支援
 住まいの確保
 経済的な自立に向けた支援

２生活を支援する
サービスの推進

 健康づくりへの支援
 保健・医療・福祉分野の連携体制の強化

３ 保健・医療・福祉
分野の連携体制の強化

 発達支援体制の確立・推進
 自立した地域生活のための支援
 高齢になった障がいのある人への支援

１ 一生涯を通じた生活
支援システムの確立

 障がい児の早期療育の充実
 障がい児保育の充実

２早期療育と保育の充実

 特別支援教育の充実
 放課後や長期休業中の活動の場の確保

３ 学齢期の子どもの
教育・療育の推進

 就労支援ネットワークの強化
 企業等における障がい者雇用の推進
 福祉的就労の充実

４ 就労支援の推進

 生涯学習等への参加の推進
 当事者活動の充実

５ 社会参加活動の推進

 障がいを理由とする差別の解消の推進

 障がいのある人を支援する地域福祉活動推
進

１ 市民の理解と協働
の推進

 ユニバーサルデザインのまちづくりの推進
 移動に関する支援
 防災、防犯に関する支援

２ 快適で安全なまち
づくりの推進
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○障がい者福祉に関する情報提供の充実 ○総合相談支援体制の確立
○権利擁護に関する支援

１情報提供と相談支援
の充実

一人ひとり
に応じた生
活支援のし
くみをつく
る

Ⅰ

生涯を通じ
て社会参加
できる共生
のしくみを
つくる

Ⅱ

だれもが心地
よく安心して
暮らせるまち
をつくる

Ⅲ

次期計画

の骨子（案）

○福祉ｻｰﾋﾞｽ等の充実・質の確保 ○家族介護者等への支援
○住まいの確保 ○経済的な自立に向けた支援
○福祉人材の確保・育成

２生活を支援する
サービスの推進

○健康づくりへの支援 ○保健・医療・福祉分野の連携体制の強化
○精神障がいに対応した地域包括ケアシステムの構築

３ 保健・医療・福祉
分野の連携体制の強化

○発達支援体制の充実・推進 ○自立した地域生活のための支援
○高齢になった障がいのある人への支援 ○地域生活支援拠点の充実

１ 一生涯を通じた生活
支援システムの充実

○障がい児の早期療育の充実
○障がい児保育の充実

２早期療育と保育の充実

○特別支援教育の充実
○放課後や長期休業中の活動の場の確保

３ 学齢期の子どもの
教育・療育の推進

○就労支援ネットワークの強化 ○企業等における障がい者雇用の推進
○福祉的就労の充実

４ 就労支援の推進

○生涯学習等への参加の推進
○当事者活動の充実

５ 社会参加活動の推進

○障がいを理由とする差別の解消の推進
○障がいのある人を支援する地域福祉活動推進

１ 市民の理解と協働
の推進

○ユニバーサルデザインのまちづくりの推進 ○移動に関する支援
○地域共生社会の実現

２ 快適なまち
づくりの推進

目標Ⅰ
●障害福祉サービスを充実し質を確保する
●福祉人材の確保及び育成をすすめる
●精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの
構築をすすめる

目標Ⅱ
●発達支援体制の整備が進んでいることから、さら
に充実させる

●緊急時に対応するための地域生活支援拠点の充
実を図る

目標Ⅲ
●地域で安心して暮らせるための居場所づくりを目
指し、地域共生社会の実現をはかる

●自然災害が多く起こっている現在、調査からも多く
の人が不安を感じていることから、「安全・安心な
まちづくりの推進」を１つの柱とする

次期計画の考え方

見直しポイント

●「基本理念」「基本目標」は現計画を継承する
●「計画の体系」については、法改正等の国の動向
を踏まえつつ、アンケートから抽出したニーズや課
題を中心に再検討を行い、特に重要と思われるも
のについては施策に厚みを加える

●「障がい福祉計画」については、国の指針に即し
つつ、サービス利用の推移を踏まえ、策定する

○防災、緊急時の支援の充実
○防犯に関する支援

３ 安全・安心なまち
づくりの推進

資料３

変更


